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２ 登録の変更 

登録事項に次の変更が生じた場合は、変更後３０日以内に手続が必要です。 

ア 事業者の氏名又は名称、法人の場合の代表者氏名、住所 

イ 事業所の名称、所在地 

ウ 第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類 

エ 回収の用に供する設備の種類 

※ 「CFC・HCFC・HFC 兼用」を 1 台持っていて、同じ種類の設備をもう 1 台追加するだけの場合等は、届

出の対象ではありません。 

 

（１）提出書類（チェックリストとしてご使用ください。） 

申請書 

提出書類 チェック項目 

変更届出書（様式第２） 

 ※押印不要 □ 申請書が２部ある 

添付書類 

ア 事業者の氏名又は名称、法人の場合の代表者氏名、住所に変更があった場合 

i) 本人を確認できる書類 

 

 

●法人の場合 

□ 登記事項証明書の原本（現在事項証明または履歴事項証明書） 

□ 発行日より３ヶ月以内のものである 

●個人の場合 

□ 住民票（本籍・個人番号が記載されていない申請者本人のみのもの） 

□ 発行日より３ヶ月以内のものである 

ii) 誓約書（別添様式） 

※押印不要 

□ 申請者等が法に定める欠格要件に該当しない 

※ 代表者氏名に変更があった場合のみ提出 

イ 事業所の名称、所在地に変更があった場合 

i) 変更内容が確認できる

書類 
□ 変更後の名称、所在地が記載された事業所一覧、顧客あての通知等 

ウ 事業所を追加登録する場合 

i) 追加する事業所の内容

を確認する書類 
□ 登録申請書（様式第１）の「事業所の名称及び所在地」以降に記載したもの 

ii) 回収機の所有権などを

証する書類 
●自ら所有している場合 

□ 納品書、領収書、譲渡書、購入契約書、販売証明書等の写し(いずれか一つ) 

□ 上記の写しに所有者、回収機のメーカー、型番、台数が記載されている 

●自ら所有していない場合 

□ 借用契約書、管理要領書、共同使用協定書等の写し(いずれか一つ) 

□ 上記の写しに借用者、回収機のメーカー、型番、台数が記載されている 

●所有権を有する書類を紛失等により添付できない場合 

□ フロン類回収装置の所有権を有することの誓約書 

□ 回収機のメーカー、型番が写った写真（台数分） 

iii) 回収機の種類及び能力

を説明する書類 
□ 仕様書、取扱説明書、カタログ等の写し(いずれか一つ) 

□ 上記の写しにメーカー、型番、フロン類の種類、吸引力が記載されている 

□ 吸引力の測定条件(RRC7002 又は JIS B 8629)が記載されている 

ⅳ) 資格証の写し □ 充塡及び回収をする者または、充塡及び回収に立ち会う者が資格等を 

保有している場合、資格証等の写し 
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エ 第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類に変更があった場合 

オ 充塡・回収の用に供する設備の種類に変更があった場合 

i) 回収機の所有権などを

証する書類 

 

●自ら所有している場合 

□ 納品書、領収書、譲渡書、購入契約書、販売証明書等の写し(いずれか一つ) 

□ 上記の写しに所有者、回収機のメーカー、型番、台数が記載されている 

●自ら所有していない場合 

□ 借用契約書、管理要領書、共同使用協定書等の写し(いずれか一つ) 

□ 上記の写しに借用者、回収機のメーカー、型番、台数が記載されている 

●所有権を有する書類を紛失等により添付できない場合 

□ フロン類回収装置の所有権を有することの誓約書 

□ 回収機のメーカー、型番が写った写真（台数分） 

ii) 回収機の種類及び能力

を説明する書類 
□ 仕様書、取扱説明書、カタログ等の写し(いずれか一つ) 

□ 上記の写しにメーカー、型番、フロン類の種類、吸引力が記載されている 

□ 吸引力の測定条件(RRC7002 又は JIS B 8629)が記載されている 

※ ウ－ⅳ）については、参考資料として提出をお願いするものです。 

※ 必要書類を添付して A４縦にまとめ、左側で綴じてください。 

※ 代理人による申請の場合は、代理人であることを証明する書類（委任状等）を添付してください。 

※ 申請書様式については、栃木県／フロン排出抑制法からダウンロードすることができます。 

   ホーム > くらし・環境 > 環境 > 環境保全 > 化学物質 > フロン排出抑制法 

   (https://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/fron.html#furon2-1) 

 

（2）提出方法 

変更届出書は、提出先の窓口へ郵送または持参により提出してください。  

郵送または持参する場合、副本を返送するための切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 

 

（3）留意事項 

・変更届出書及び誓約書への押印は不要です。 

・提出部数は正本１部、副本（正本のコピー）１部です。副本は受付印を押印し、お返しします。副本は添付資

料不要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


